
生駒市条例第１６号 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例をここに公布する。 

平成２２年６月２８日 

生駒市長 山下 真  

 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例 

生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

３１年１１月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表教育委員会の委員の部中「月額 １４５，０００」を「日額 ３２，００

０」に、「月額 ９９，０００」を「日額 ２９，０００」に改め、同表選挙管

理委員会の委員の部中「月額 ７５，５００」を「日額 ２１，０００」に、「

月額 ４５，５００」を「日額 １６，０００」に改め、同表選挙事務関係者の

部中 

 

選 挙 長 （ 開 票 管

理者） 

選挙１回につき １９，０００ 

 

選挙長 日額 １９，０００ 

開票管理者 選挙１回につき １９，０００ 

 

委員の部中「月額 １４５，０００」を「日額 ３２，０００」に、「月額 ６

１，０００」を「日額 ２４，０００」に改め、同表公平委員会の委員の部を次

のように改める。 

 

公平委員会の委員 日額 １６，０００ 

 

 別表農業委員会の委員の部中「月額 ７１，０００」を「日額 ２１，０００

「 

 

を 

」

」 

に改め、同表監査 

「 



」に、「月額 ６１，０００」を「日額 １８，０００」に、「月額 ５６，０

００」を「日額 １６，０００」に改め、同表備考第３項中「この表」を「上表

」に改め、同項を同表備考第５項とし、同表備考第２項中「この表」を「上表」

に改め、同項を同表備考第４項とし、同表備考第１項中「この表」を「上表及び

次項」に改め、同項を同表備考第３項とし、同項の前に次の２項を加える。 

１ 上表の規定にかかわらず、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、

監査委員、公平委員会の委員、農業委員会の委員又は固定資産評価審査委

員会の委員（以下これらを「行政委員」という｡)が、当該執行機関の任務

又は所掌事務の範囲内において、当該執行機関の決定に基づいて委員ごと

に行う調査、調整、書面の作成等の勤務で市長が認めるものに従事したと

きは、勤務時間数に応じて報酬を支給する。 

２ 前項に規定する報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額の合計額とし、その月の分を翌月の末日までに支給するものとす

る。 

   (1) １日の勤務時間数が、上表に定める当該行政委員の報酬の額を５，

０００円で除して得た値を超える日（以下「特定日」という｡) 当該行

政委員の報酬の額 

   (2) 特定日以外の日 その月における特定日以外の日に係る勤務時間数

の合計（その時間数に１時間未満の端数を生じたときは、その端数が３

０分以上のときは１時間とし、３０分未満のときは切り捨てる｡)に５，

０００円を乗じて得た額 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 



２ 改正後の生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の規定は、この条例の施行の日以後に任期が開始する特別職の職員で非常

勤のものの報酬について適用する。 


